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今週のことば

電気・ガス負担軽減措置の終了

政府は昨年１月に導入した電気・都市ガス

代の負担軽減措置を、本年５月使用分まで

とし終了する（５月分は補助を縮小）。な

お、ガソリン補助金は当面継続する方針。

 ◆ 今週のこよみ ◆　ご自分の予定を確認して下さい

 ４／　１(月) 赤口　１月決算法人の確定申告ほか

 　　　２(火) 先勝

 　　　３(水) 友引　ＮＡＴＯ外相会合

 　　　４(木) 先負　清明

 　　　５(金) 仏滅

 　　　６(土) 大安　春の全国交通安全運動

 　　　７(日) 赤口　世界保健デー、競馬・桜花賞

 先週の株と為替

　　　　日経平均株価　  円(対米ﾄﾞﾙ)

 3/25(月) 40,414 ▼474   151.32 △0.07

   26(火) 40,398 ▼ 16   151.32 ±   0

   27(水) 40,763 △365   151.70 ▼0.38

   28(木) 40,168 ▼595   151.43 △0.27

   29(金) 40,369 △201   151.33 △0.10

４月から始まる主な制度（税制関係）

　定額減税などを盛り込んだ令和６年度税制改正が

成立したことに伴い、４月（又は１月）から適用さ

れる主な税制は次のとおりです。

◎賃上げ促進税制の見直し（４月以後開始事業年度

から）……給与等支給額を増加した場合の税額控除

制度について、子育て支援（くるみん認定）や女性

活躍支援（えるぼし認定）に係る控除率の上乗せ措

置を新設した上で、＊大企業向け措置は賃上げ率に

応じた控除率などを見直し、＊大企業のうち従業員

２千人以下の企業を対象にした「中堅企業」向け措置

を創設、＊中小企業向け措置は赤字などで賃上げし

た年度の税額から控除できなかった金額を５年間繰

越す措置の創設、などが講じられました。

◎交際費課税の見直し……交際費等に含まず全額損

金算入となる飲食費（社内飲食費を除く）の金額基

準が１人１万円以下に引上げられました。事業年度

に関係なく４月以後に支出する飲食費に適用します。

◎事業承継税制に係る承継計画の提出期限延長……

令和９年末までの時限措置である法人版事業承継税

制（非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予

制度）の特例について、適用を受けるための前提と

なる「特例承継計画」の提出期限が令和８年３月末

まで延長となりました（個人版も同様）。

◎子育て世帯等に対する住宅ローン控除等の拡充…

…子育て・若者夫婦世帯（１９歳未満の扶養親族がい

る又は夫婦のどちらかが４０歳未満）について、＊認

定住宅等の新築等をして本年中に入居した場合、住

宅ローン控除の借入限度額を上乗せ（令和５年まで

と同額）、＊既存住宅に一定の子育て対応リフォー

ムをした場合、リフォーム減税の対象になります。

■この記事の詳細は､情報ＢＯＸ２０１５１３

固定資産税の縦覧・閲覧制度について

　土地・家屋の固定資産税評価額は原則３年に一

度見直しが行われ、令和６年度は評価替えの年に

なります。

　土地・家屋を所有する固定資産税の納税者は、

同一市区町村内の土地・家屋の評価額などが記載

された土地・家屋価格等縦覧帳簿により、他の土

地・家屋と比較して評価が適正かどうかを確認で

きる縦覧制度を利用できます。令和６年度の縦覧

期間は今月１日から固定資産税の第１期納期限

（各地域で異なる）までとなります。

　なお、自己の資産について固定資産課税台帳に

登録された内容を確認する閲覧制度は、通年行う

ことができます。

★☆★ ４月のチェックポイント ★☆★

※ 協会けんぽの都道府県ごとの健康保険料率が３

月分（４月納付分）から改定され、全国一律の

介護保険料率は１.６０％に引下げとなります。

※ 労災保険率が改定され、全５４業種のうち１７業

種で引下げ、３業種で引上げとなります。なお、

雇用保険料率は変更ありません。

※ 新入社員や扶養親族に異動があった社員から

｢扶養控除等（異動）申告書｣の提出を受けます。

※ ４月６日～１５日は「春の全国交通安全運動」が

実施されます。
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情報ＢＯＸコード２０１５１３                     ２０２４． ４． １ 

令和 6 年 4 月から適用開始となる主な制度（税制関係） 

 令和 6 年度税制改正の成立に伴い、令和 6 年 4 月（又は 1 月）から適用される主な税制には以

下のようなものがあります。 

◆賃上げ促進税制の見直し 

・給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度について、次の見直しを行い、令和 6 年 4 月か

ら令和 9 年 3 月までの間に開始する事業年度について適用します。 

・教育訓練費に係る控除率の上乗せ措置の適用要件を緩和するとともに、子育てとの両立支援（く

るみん認定）や女性活躍支援（えるぼし認定）に係る控除率の上乗せ措置を創設します。 

・大企業向けの措置について、継続雇用者給与等支給額の増加割合（3％、4％、5％、7％）に応

じて 10％～25％の控除率にするなど見直します。 

・中堅企業（従来の大企業のうち従業員数 2 千人以下）向けの措置を創設します。 

・中小企業向けの措置について、赤字などにより当期の税額から控除できなかった金額を 5 年間繰

越すことができる措置※を創設します。 

※繰越控除をする年度において雇用者給与等支給額が前年度を超える場合に限り適用できます。 

◆交際費から除外される飲食費に係る見直し 

・損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費※（専らその法人の役員や従業員

等のために支出する社内飲食費を除く）に係る金額基準を 1 人当たり 1 万円以下に引上げます。 

※飲食等のあった年月日、参加者の人数や氏名などを記載した書類の保存が必要。 

・令和 6 年 4 月 1 日以後に支出する飲食費について適用します。 

◆事業承継税制に係る承継計画の提出期限の延長 

・法人版事業承継税制の特例措置※は 10 年間（平成 30 年 1 月～令和 9 年 12 月末）の時限措

置であり、適用を受けるには令和 6 年 3 月末までに「特例承継計画」を都道府県知事に提出し確

認を受けることが必要でしたが、特例承継計画の提出期限を令和 8 年 3 月末まで延長します。 

※特例措置の適用期限（令和 9 年 12 月末まで）については延長しない方針。 

・個人版事業承継税制における「個人事業承継計画」の提出期限についても同様に延長します。 

◆免税購入品と知りながら行った課税仕入れに係る仕入税額控除の制限 

・輸出物品販売場（免税店）で消費税が免除された物品（免税購入品）であることを知りながら仕

入れた場合、課税仕入れに係る消費税額について、仕入税額控除の適用を受けることができません。 

・令和 6 年 4 月 1 日以後に行う課税仕入れから適用されます。 

◆子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充 

・住宅ローン控除について、子育て世帯及び若者夫婦世帯※が認定住宅等の新築若しくは認定住宅

等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得をして令和 6 年 1 月

から同年 12 月までの間に居住の用に供した場合は、控除対象借入限度額を上乗せし、認定住宅は

5,000 万円、ZEH 水準省エネ住宅は 4,500 万円、省エネ基準適合住宅は 4,000 万円とします。 

※19 歳未満の扶養親族を有する者又は夫婦のいずれかが 40 歳未満の者。 

・認定住宅等の新築又は建築後使用されたことのないものの取得に係る床面積要件の緩和措置につ

いて、令和 6 年 12 月 31 日以前に建築確認を受けた家屋についても適用します。 

◆子育て世帯等に対するリフォーム減税の拡充 

・既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、子育て世帯等が所有

する住宅に一定の子育て対応改修工事※をして、令和 6 年 4 月から同年 12 月までの間に居住の

用に供した場合を適用対象に追加し、標準的な工事費用相当額（250 万円を限度）の 10％に相当

する金額をその年分の所得税額から控除します。 

※住宅内における子どもの事故を防止する工事や開口部の防犯性を高める工事、開口部・界壁・床

の防音性を高める工事などで、標準的な工事費用相当額が 50 万円を超える等の要件を満たすもの。 

◆住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置における「省エネ等住宅」の要件見直し 

・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、省エネ等住宅

の要件を次のように一部見直し、令和 6 年 1 月 1 日以後の贈与により取得する住宅取得等資金に

係る贈与税に適用します。 

・エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用家屋の要件を、省エネ性能が断熱等性能等級 5

以上かつ一次エネルギー消費量等級 6 以上とします。 


